
大田すこやかスポーツ広場  

使    用    案    内  

 

１ 使用方法 

 

（１）団体登録 

  ・使用希望団体は、団体登録を行ってください。 

・本スポーツ広場は、登録団体でないと使用できません。 

  ・登録申請書の提出は、伊勢原市保健福祉部スポーツ課になります。 

【提出先】〒259-1188 伊勢原市田中 348 番地 伊勢原市保健福祉部スポーツ課 

☎：0463-94-4632 E メールアドレス：sports@isehara-city.jp 

FAX：0463-93-8389（FAX での送付は必ず確認の連絡をお願いします。） 

  ① 登録要件 

    登録できる団体は、市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学 

している者が過半数であり、かつ、１０人以上の団体です。 

② 団体登録の承認 

    登録を承認した団体には利用者カードと登録書を交付します。 

    ※市内公共施設において既に公共施設利用予約システム（以下「予約シス

    テム」という。）を使用している場合は、既存カードを継続して使用でき

    るため、新規カードは発行しません。 

    団体登録証の有効期間は、交付した日から交付した日の属する年度の末 

    日までとなります。団体登録を承認しないときはその旨ご連絡します。 

  ③ 登録団体の登録変更等 

    登録事項に変更があったとき、もしくは登録を抹消したいときは、速やか 

    に保健福祉部スポーツ課に連絡をしてください。 

 

（２）使用申込 

  ・申込は、使用調整会議で調整し決定します。 

  ・使用調整会議は、２・５・８・１１月の年４回、それぞれの月の最終土曜日

  (予定)に大田公民館等で開催され、使用該当月(３カ月分)の受付を行います。 

  ・使用希望日の申込が重複した場合は、双方の話し合いで決めてもらいます。 

・使用調整会議により予め調整された予約は、スポーツ課で一括予約いたしま

   す。その後、各団体においては、予約確認をしていただきます。 

    ・使用調整結果をスポーツ課で一括予約をした後、施設に空きがある場合は 

   予約システムにより使用月の前月１日から１０日まで抽選申込みができま 

   す。また、使用月前月２０日から使用日前日まで、予約システムにより随時

   申込みができます。 

  ・予約システムの操作等が困難な団体は、申請書にて使用申込みを受け付

   けますので、事前にスポーツ課（℡0463-94-4632）にご相談ください。 

・使用確定後のキャンセルが発生した場合は、予約システムにより使用日の 

  ７日前までにキャンセルの手続きを行ってください。期限内にキャンセルの 

手続きが行えなかった場合は、スポーツ課までご報告ください。 

    ・年間使用計画（大会等）の申込は、２月の調整会議で行います。 

   

（３）その他 

      上記使用方法以外については、「伊勢原市上満寺多目的スポーツ広場条例施 

   行規則」を準用し、特に使用に際しては「管理指導員」は必ず使用中の施設 

   の安全管理や適正な管理指導を行うものとします。 



２ 使用上の注意 

 

（１）使用時間及び休場期間 

  ・使用できる時間帯は、以下のとおりとします。１日の使用は、原則として午

   前と午後単位とし、Ａ面とＢ面に区分します。ただし、大会など１日使用を 

希望するときは調整会議で協議します。 

   ※１２月２８日から１月４日までは休場期間とします。ただし、市が特に 

   認める場合はこの限りではありません。 

・使用日時は、１月５日から３ 月 ３ １ 日 は 午前８時から午後４時まで 

４月１日から１０月３１日は午前６時から午後６時まで 

１１月１日から１２月２７日は午前８時から午後４時まで 

（２）使用団体の範囲 

  ・使用できる団体は、主としてスポーツを行う団体であると利用連絡会が認め

   たものでなければなりません。ただし、市が特に認める場合は、この限りで 

   はありません。 

 

（３）使用上の注意 

  ①無断使用は禁止します。 

  ②使用後は、清掃・整備・用具の片付けを行ってください。 

  ③ゴルフの練習及びグラウンドの劣化、施設の安全管理に支障をきたすスポー

   ツは使用できません。 

  ④グラウンド内の喫煙は禁止します。 

  ⑤犬などの散歩と、自転車・オートバイでのグラウンド内への乗り入れは禁止

   します。 

    ⑥ごみは全て持ち帰ってください。 

  ⑦使用上における器物等の破損は、使用者が責任を持ってください。 

  ⑧使用責任者は、使用上の安全を確認して使用してください。 

  ⑨広場の除草作業を年２回程度予定していますが、それ以外にも各団体の使用

   日に積極的に除草に御協力ください。 

    ⑩硬式・軟式野球（軟式少年野球を除く）については、広場が狭いため練習の 

   みとします。 

 

（４）その他 

   ①公共性のある行事等の使用は一般使用より優先します。 

  ②大会等の使用については、予備日を設けることができます。 

  ③雨天等グラウンドコンディションが悪い場合は、使用しないでください。 

  ④ルールが守れない場合は、使用を遠慮していただく場合があります。 

  ⑤使用状況の推移によっては、使用案内の内容を変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

－問い合わせ－ 

伊勢原市保健福祉部スポーツ課 
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